
回答

 募集要項にある契約単位について

　「(３)上記２．業務内容のうち、(２)は
１契約とする。」とあるが、仕様書にある
実施場所(４)だけを除外しての契約は可能
か。

「はつらつアップ教室」について

　計４クール実施予定のようだが、開催曜
日や時間が重複する場合はあるか。
　(特に第１回、第１０回及び第１２回の
運動機能測定実施回について、同時期開催
の他会場と重複する場合はあるか)

「はつらつアップ教室」のスタッフ配置に
ついて

　「～合計２名以上配置することとする」
とあるが、１２回を通して固定スタッフで
なければならないのか。また、当初のス
タッフが担当できない回については、代行
スタッフの登用は可能か。

「転倒予防教室」について

　開催曜日や時間は「はつらつアップ教
室」と重複する場合はあるか。

各運動教室及び運動機能測定の実施場所に
ついて

　平成２４年度は記載の場所で実施するこ
とが条件か。

開催日時について

　開催日時は、事業者が提案できるのか。
日程が決まっている場合は教えてほしい。
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　重複させない予定。

箕面市介護予防事業（運動教室及び運動機能測定）
委託業務に係る質問及び回答

質問

1

　実施場所を減らしての契約はできない
が、送迎を別会社へ再委託することは可
能。

2

　開催時間は重複させない予定(開催日が
重なる場合はある)だが、委託先を決定し
た後に調整する。

3

　原則は、１２回を通しての固定スタッフ
とするが、事前調整の上で一部を代行ス
タッフで行うことは可能とする。ただし、
代行スタッフは同等の資格を有する者と
し、スタッフ全員を交替させることはない
ものとする。
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　運動機能測定の北部地域のみ確定してい
ないが、他は全て記載の場所で実施する予
定。
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・はつらつアップ教室(公共施設型)
　(１)　６月２２日(金)午前開始
　(２)　５月２９日(火)午後開始
　　　　９月１９日(水)午後開始
　(３)　９月　４日(火)午後開始
・はつらつアップ教室(市内運動施設型)
　(１)　７月１０日(火)午前開始
　　　１０月　１日(月)午前開始
　(２)　７月１９日(木)午前開始
　　　１０月１８日(木)午後開始
・転倒予防教室
　　　　６月１８日(月)午後開始
・運動機能測定：下記７に記載
の予定。
　原則、同一クールは同じ曜日に開催する
が、複数教室で重複する日程があるため、
調整する予定。
　なお、施設の運営上困難な日程がある場
合、別日程を提案してもいいが、他事業と
の関係上、採用できるとは限らない。



回答質問

「高齢者のための運動機能測定」について

　実施場所は(１)～(４)施設で各１回実施
するとの解釈でよいか。
　また、日程は決まっているか。

総合運動場の扱いについて

　総合運動場を使用しての「はつらつアッ
プ教室」実施提案は可能か。可能な場合、
公共施設型、市内運動施設のどちらになる
か。
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　総合運動場は、市内運動施設として提案
が可能。
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４施設で各１回実施。
開催時期は、
　(１)１１月３０日(金)午後
　(２)　９月２８日(金)午後
　(３)　１月２５日(金)午後
　(４)　７月２７日(金)午後
の予定。


